
Ｏ　Ｃ　第52号

　をした者を契約相手方とします。

３　件名等

件　名 特殊書庫修理役務

規　格 別添見積書参照

数　量 別添見積書参照

納期（履行期限） 令和5年6月30日

納地（履行場所） 情報本部（市ヶ谷）

添付書類 見積書、参考見積書、仕様書

同等品審査申請書
提出期限

　－

参考見積書提出期限 令和5年5月24日（水）10時00分

見積書提出期限 令和5年5月24日（水）10時00分

防衛省競争参加資格 －

決定方式 総価

４　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
　　防衛省情報本部ホームページ(https://www.mod.go.jp/dih/service.html)
　　〒162-8806　東京都新宿区市谷本村町５番１号
　　　　　　　　防衛省情報本部総務部会計課（担当：大西（おおにし））
　　　　　　　　電話：03-3268-3111(内線31752)　直通ＦＡＸ:03-5225-9641　

　をした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込み

令和5年5月18日

防衛省情報本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要領(https://www.mod.go.jp/dih/open-zissi.pdf)

　に基づく手続きが必要です。

２　本方式は随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書を持って申し込み



住  　所 

会 社 名 

代表者名 

（税抜）

単位 数量 単　価 金　　額 備　考

式 1

納　　期　：

※　見積価格は、（ 税 込 ・  税 抜  ）の価格で計上

仕様書のとおり
(DIH-LK-23007)

以下余白

内　　　　　訳

品　　　　名 規　　　格

特殊書庫修理役務

令和　　年　　月　　日

見　　積　　書

支出負担行為担当官

防 衛 省 情 報 本 部

総 務 部 長　　伊 藤　敬 信　　殿

・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」

情報本部（市ヶ谷）

合　　計

契約締結日～
令和５年６月３０日

納　　地　：

・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」



住  　所 

会 社 名 

代表者名 

（税抜）

単位 数量 単　価 金　　額 備　考

式 1

納　　期　：

※　見積価格は、（ 税 込 ・  税 抜  ）の価格で計上

契約締結日～
令和５年６月３０日

納　　地　： 情報本部（市ヶ谷）

・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」

・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」

合　　計

以下余白

参　考　見　積　書

令和　　年　　月　　日
支出負担行為担当官

防 衛 省 情 報 本 部

総 務 部 長　　伊 藤　敬 信　　殿

内　　　　　訳

品　　　　名 規　　　格

特殊書庫修理役務
仕様書のとおり
(DIH-LK-23007)



１  

調達要求番号：ＢＰ－２５Ｄ１－２１４１６９ 

情 報 本 部 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

品 名 

又は 

件 名 

特殊書庫修理役務 

ＤＩＨ－ＬＫ－２３００７ 

大 臣 

承 認 
令和  年  月  日 

作 成 令和 ５年 ５月１８日 

改 正 
令和  年  月  日 

令和  年  月  日 

作 成 情報本部計画部 

 

1. 総則 

1.1 適用範囲 この仕様書は，情報本部の特殊書庫扉の修理に係わる役務（以下，本役務という。）

について規定する。 

1.2 引用文書等 

1.2.1 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕

様書の一部をなすものであり，特に版を指定するもののほかは，入札時又は見積書の提出時における

最新版とする。ただし，本役務の履行中に，引用文書に定める法令等に変更があった場合は，その最

新版が優先されるものとする。 

a) 法令等 

情報本部における立入禁止場所等に関する達（平成 20年情報本部達第 4号） 

防衛省所管物品管理取扱規則（平成 18年防衛庁訓令第 115号） 

1.2.2 関連文書 関連文書は，次による。 

a) 法令等 

秘密保全に関する訓令（平成 19年防衛省訓令第 36号） 

 

2. 役務に関する要求 

2.1 役務履行場所 〒162-8806 東京都新宿区市谷本村町 5-1 防衛省庁舎 Ｃ２棟内 

2.2 役務対象品 本役務の対象品は次による。 

品 名 製造会社・型式 数 量 備 考 

特殊書庫 
㈱葉山工業 

1型Ｍダイヤル 
１ 

ダイヤル錠及びシリンダー錠交

換 

2.3 交換部品 交換部品は，次による。 

部品名 単位 数量 備 考 

ダイヤル錠 個 １個 型番等なし 

シリンダー錠 個 １個  型番等なし 

 

2.4  役務内容 

a) 契約の相手方は，役務対象品のダイヤル錠及びシリンダー錠交換を実施するものとする。なお，交



２  

換部品については，契約の相手方が準備するものとし，細部の作業内容については，官側の指示による

ものとする。 

b)  契約の相手方は，本役務の範囲を超える事態が発生した場合は，監督官と協議するものとする。 

2.5 役務に関する使用部材 本役務に使用する工具については，契約の相手方が準備するものとする。 

2.6 作業上の関連事項 

a)  作業の実施については，平日とするものとする。 

b) 契約の相手方は，契約後速やかに，官側の担当者と作業日程の調整をするものとする。 

 

3. 品質保証 

3.1 監督・検査 監督及び検査については，支出負担行為担当官等の定める監督及び検査実施要領に

基づき実施する。 

 

4. その他の指示 

4.1 提出書類 契約の相手方は，防衛省所管物品管理取扱規則に基づき，以下に示す書類を提出し，

官側の確認を得るものとする。 

名  称 提 出 時 期 数 量 媒 体 

受領書 対象機器引渡時 ２部 紙 

返品書 対象機器返還時 ２部 紙 

4.2 単価表の作成 契約の相手方は，交換部品及び役務の各単価を明記した単価表（様式任意）を作成

し，官側へ提出するものとする。 

4.3 情報の保全等 情報の保全等は，次のとおりとする。 

a) 契約の相手方は，契約履行上，直接又は間接的に知り得た事項について関係者以外に漏らしてはな

らない。 

b) 契約の相手方は，本役務の履行にあたり，電子計算機，可搬記憶媒体及び携帯型情報通信・記録機

器を持ち込み及び持ち込み使用することが必要な場合は，事前に官側と調整し，防衛省が規定する関係

規則類に基づき，許可を得るものとする。 

4.4 立入禁止場所への立入り 契約の相手方は，本役務の履行にあたり，立入禁止場所への立入りが

必要な場合には，事前に情報本部における立入禁止場所等に関する達に定める申請を行い，許可を得る

ものとする。 

4.5 養生 契約の相手方は，施設等を破損することのないよう養生するものとし，破損した場合は監

督官へ報告するとともに，契約相手方の責任のもと原状回復させるものとする。 

 なお，養生に必要な材料は，契約の相手方が準備するものとする。 

4.6 官側の支援 契約の相手方は，次の事項について官側の支援を必要とする場合には，官側と調整

し，無償で官側の支援を受けることができる。 

a) 現地における官側が保有する電話，電力及び水等の使用 

b) その他，支出負担行為担当官等が必要と認めた事項 

4.7 仕様書の疑義 契約の相手方は，この仕様書に疑義が生じた場合は，速やかに支出負担行為担当

官と協議するものとする。 


